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3日・文化の日　23日勤労感謝の日

日 月 火 水 木 金 土

（霜月）NOVEMBER

11 2021（令和3年）

◆  11 月 の 税 務 と 労 務 11月

領収書の電子化　民法改正により今年9月から紙による受取証書（領収書）に代えて電
子的な領収書の請求・受取が可能となっています。これにより、領収書の発行者は、紙
代や印刷代等の経費削減、会計ソフトの連携、レジの混雑緩和、煩雑な書類管理の軽減
が図れます。なお、電子マネーの場合は、決済画面が電子的な領収書に該当します。

国　税／�10月分源泉所得税の納付 11月10日
国　税／�所得税予定納税額の減額承認申請

11月15日
国　税／�所得税予定納税額第2期分の納付 11月30日
国　税／�9月決算法人の確定申告（法人税・消費税

等） 11月30日
国　税／�12月、3月、6月決算法人の消費税等の中間

申告（年3回の場合） 11月30日
国　税／�3月決算法人の中間申告 11月30日
国　税／�個人事業者の消費税等の中間申告（年3回

の場合） 11月30日
地方税／�個人事業税第2期分の納付

都道府県の条例で定める日
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※税を考える週間　11月11日〜11月17日
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旅
費
交
通
費
に
つ
い
て
は
、
一
般

に
①
宿
泊
を
伴
う
よ
う
な
比
較
的
遠

隔
地
へ
の
出
張
等
費
用
の
こ
と
を

「
旅
費
」、
②
近
距
離
の
出
張
等
費
用

の
こ
と
を
「
交
通
費
」
と
し
て
両
者

を
区
分
経
理
し
て
い
る
会
社
も
あ
り

ま
す
が
、「
旅
費
交
通
費
」
と
し
て

一
括
し
て
処
理
し
て
い
る
会
社
が
多

い
よ
う
で
す
。

こ
の
費
用
の
処
理
に
つ
い
て
は
、

目
的
に
よ
り
勘
定
科
目
が
異
な
る
こ

と
や
、
そ
れ
に
よ
っ
て
法
人
税
の
計

算
や
従
業
員
の
年
末
調
整
の
計
算
に

も
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
な
ど
、
注
意

す
べ
き
点
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

以
下
、
旅
費
交
通
費
を
巡
る
ポ
イ

ン
ト
を
整
理
し
て
み
ま
す
。

１

目
的
に
よ
る
勘
定
科
目
の
違
い

例
え
ば
、
同
じ
地
域
に
従
業
員
が

出
張
等
を
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
目

的
に
よ
り
勘
定
科
目
は
多
岐
に
わ
た

り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
経
理
担
当
者

は
十
分
に
出
張
等
の
理
由
を
把
握
し

た
上
で
、
経
理
処
理
を
行
う
必
要
が

あ
り
ま
す（
表
1
参
照
）。

具
体
的
に
み
る
と
、
次
の
よ
う
な

も
の
が
あ
り
ま
す
。

⑴

交
際
費
に
該
当
す
る
も
の

①

同
業
者
と
ゴ
ル
フ
を
す
る
た
め

の
旅
費

②

自
社
が
懇
親
会
等
で
得
意
先
を

接
待
す
る
た
め
に
送
り
迎
え
し
た

タ
ク
シ
ー
代

③

取
引
先
の
冠
婚
葬
祭
に
出
か
け

る
と
き
の
交
通
費
や
日
当
、
宿
泊

代
⑵

福
利
厚
生
費
に
該
当
す
る
も
の

典
型
的
な
も
の
と
し
て
は
、
従
業

員
の
慰
安
旅
行
が
あ
り
ま
す
。

た
だ
し
、
名
目
上
は
社
員
旅
行
で

あ
っ
て
も
、
実
質
的
に
は
給
与
に
該

当
す
る
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
の
で
注

意
が
必
要
で
す
。
国
内
旅
行
、
国
外

旅
行
を
問
わ
ず
従
業
員
の
給
与
に
し

な
い
た
め
に
は
、
そ
の
旅
行
が
「
会

社
の
主
催
」で
あ
る
こ
と
を
説
明（
立

証
）
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
く
必
要

が
あ
り
ま
す
。

立
証
す
る
た
め
の
要
件
は
、
次
の

三
点
で
す
。

①

旅
行
参
加
者
の
割
合
が
五
〇
％

以
上
で
あ
る
こ
と

②

旅
行
費
用
が
社
会
通
念
上
、
妥

当
な
金
額
で
あ
る
こ
と

③

旅
行
の
日
程
が
四
泊
五
日
以
内

で
あ
る
こ
と
※

※

海
外
慰
安
旅
行
の
場
合
は
、

往
復
の
旅
行
日
は
こ
の
中
に
含

ま
れ
ま
せ
ん
。
現
地
の
滞
在
日

数
を
言
い
ま
す
の
で
、
飛
行
機

中
の
経
過
日
数
を
考
慮
せ
ず
四

泊
六
日
で
も
よ
い
こ
と
に
な
り

ま
す
。

な
お
、
勘
定
科
目
が
誤
っ
て
い
て

も
損
金
性
が
明
ら
か
で
あ
れ
ば
あ
ま

り
問
題
視
さ
れ
ま
せ
ん
が
、「
交
際

費
」
や
「
給
与
」
に
な
る
も
の
を
「
旅

費
交
通
費
」
に
し
て
お
く
と
、
税
務

上
ト
ラ
ブ
ル
に
な
り
ま
す
。

表
1
の
中
で
は
、
②
、
⑤
、
⑨
が

要
注
意
と
な
り
ま
す
。
も
し
、
交
際

費
に
該
当
す
れ
ば
、
資
本
金
に
よ
り

課
税
対
象
の
可
能
性
が
生
じ
、
給
与

に
つ
い
て
は
、
源
泉
所
得
税
の
問
題

が
生
じ
て
き
ま
す
。

２

通
勤
手
当
の
再
確
認

通
勤
手
当
は
、
政
策
的
配
慮
の
下

に
非
課
税
と
な
る
限
度
額
を
態
様
別

に
決
め
て
い
ま
す
。

こ
の
限
度
額
を
超
え
て
支
給
し
た

も
の
は
「
給
与
」
と
な
る
の
で
チ
ェ

ッ
ク
が
必
要
で
す
。

３

旅
費
規
程
の
活
用

従
業
員
が
業
務
上
の
必
要
か
ら
旅

行
を
し
て
、
そ
の
旅
行
に
必
要
な
金

品
を
会
社
が
支
給
し
た
場
合
、
そ
れ

が
通
常
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内

の
も
の
で
あ
れ
ば
損
金
と
さ
れ
、
支

表 1　旅費交通費の隣接科目
出張目的 勘定科目

① 業務本来の目的 旅費交通費
② 交際親睦のため 交際費
③ 研修のため 研修費
④ 福利厚生のため 福利厚生費
⑤ 観光のため 交際費又は給与

⑥ 求人のため 従業員募集費又は
旅費交通費

⑦ 通勤のため 旅費交通費
⑧ 転勤のため 旅費交通費
⑨ 個人的理由 給与
⑩ 取引先接待旅費 交際費
⑪ 一般消費者接待旅費 広告宣伝費

旅費交通費を巡る
税務の勘所　　　

―証拠資料は残しておく―
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給
を
受
け
た
従
業
員
は
「
給
与
」
と

し
て
課
税
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。通

常
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内

の
も
の
か
ど
う
か
は
、
旅
行
を
す
る

従
業
員
の
会
社
に
お
け
る
職
務
内
容

や
地
位
、
旅
行
の
目
的
、
出
張
先
へ

の
行
路
等
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
そ
の
会
社
と
同
業

種
、
同
規
模
の
他
の
会
社
が
支
給
し

て
い
る
金
額
と
比
較
し
て
妥
当
か
ど

う
か
が
判
断
さ
れ
ま
す
。
仮
に
不
相

当
に
高
額
な
旅
費
を
支
給
し
て
い
る

こ
と
に
な
る
と
、
適
正
額
を
超
え
る

部
分
に
つ
い
て
は
給
与
と
し
て
課
税

さ
れ
、
役
員
の
場
合
に
は
賞
与
と
な

り
、損
金
の
額
に
算
入
さ
れ
ま
せ
ん
。

ま
た
、
本
来
、
会
社
の
業
務
出
張

旅
費
は
実
費
精
算
が
望
ま
し
い
の
で

す
が
、
運
賃
や
宿
泊
費
の
ほ
か
旅
行

中
に
要
す
る
諸
費
用
も
多
く
、
こ
れ

を
す
べ
て
個
々
に
精
算
し
て
い
た
の

で
は
事
務
が
煩
雑
に
な
る
ば
か
り
か
、

出
張
費
用
の
抑
制
や
、
出
張
者
相
互

間
の
交
通
費
の
公
平
を
欠
く
こ
と
に

も
な
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
旅
費
規
程
を
設
け
、
出

張
先
ま
で
の
距
離
や
そ
の
者
の
地
位

等
に
応
じ
た
一
定
額
を
支
給
す
る
こ

と
で
、
そ
れ
が
通
常
必
要
と
認
め
ら

れ
る
範
囲
内
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
た

と
え
支
給
額
と
実
際
の
支
出
額
の
間

に
過
不
足
が
生
じ
た
と
し
て
も
税
務

上
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。国

内
出
張
旅
費
規
程
の
一
例
（
表

2
）
を
掲
げ
ま
す
。
会
社
の
規
模
等

も
考
慮
し
て
参
考
に
し
て
下
さ
い
。

４

旅
費
精
算
書
の
整
備

交
通
費
は
、
領
収
書
を
も
ら
え
な

い
こ
と
も
多
い
た
め
、
そ
れ
だ
け
に

何
ら
か
の
証
明
や
記
録
を
残
す
こ
と

で
経
理
処
理
を
行
い
ま
す
。
具
体
的

に
は
、
旅
費
交
通
費
の
精
算
書
（
本

人
が
行
先
、
用
件
、
交
通
機
関
、
使

用
区
間
、
料
金
の
明
細
を
記
入
し
、

所
属
長
の
承
認
を
得
て
精
算
す
る
）

を
き
ち
ん
と
整
え
て
お
く
こ
と
が
大

切
で
す
。
ま
た
、
タ
ク
シ
ー
代
な
ど

は
、
領
収
書
を
も
ら
う
よ
う
に
し
た

い
も
の
で
す
。
そ
の
他
、
訪
問
先
の

名
刺
、
カ
タ
ロ
グ
類
、
写
真
等
も
調

査
等
の
際
に
証
拠
と
な
り
ま
す
。

最
後
に
、
精
算
書
の
フ
ォ
ー
ム
を

掲
げ
て
お
き
ま
す
の
で
、
こ
れ
を
参

考
に
会
社
独
自
の
ア
レ
ン
ジ
を
加
え

て
活
用
し
や
す
い
も
の
を
作
成
す
る

と
便
利
で
す（
表
3
参
照
）。

Ⅱ　管理責任及び処理・検印
扱　者 担当者 管理者 部 経理部 決　済

出張区域 期　間 所　属 氏　名
　　月　日　日間　　月　日　　　 印

A　仮払金 B　旅費合計
（①＋②＋③＋④＋⑤）

差引過不足額
（A－ B）

円 円 円

日　　当 宿　泊　費 備　考
日　数 単　価 泊　数 単　価 金　額 合　計

円 円 円 ⑤
　 　 円合　計 ④　　 円 円 円

表２　役職別の旅費規程の相場・目安
役職 日帰り出張の日当 宿泊を伴う出張の日当 宿泊費

社長・役員 2,000 〜 3,000 円 4,000 〜 6,000 円 12,000 〜 16,000 円
部長・次長 1,500 〜 2,000 円 3,000 〜 4,000 円 09,000 〜 12,000 円
課長・係長 1,000 〜 1,500 円 2,000 〜 3,000 円 07,000 〜 09,000 円
主任・一般 1,700 〜 1,000 円 1,500 〜 2,500 円 06,000 〜 08,000 円

表 3　旅費日当等精算書
Ⅰ　旅費交通費等の明細

月／日 項　目 支出した順に
書いて下さい

金　　額
出　張　目　的

交通費 交際費 通信費他
　／　 円 円 円
　／　
　／　
　／　
　／　
　／　

小　　　計 ① ② ③
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　法人版事業承継税制は、「中小企業にお
ける経営の承継の円滑化に関する法律（円
滑化法）」に基づく認定のもと、後継者が
取得した非上場株式等について、一定の要
件で贈与税や相続税の納税を猶予する制度
で、「一般措置」と全株式等について100
％納税を猶予する「特例措置」があります。
　相続税の特例措置では、後継者は被相続
人の相続開始前から役員であることが要件
でしたが、中小企業経営者の高齢化を踏ま
えて令和3年度税制改正において、次の場
合は後継者が役員に就任していない場合で
あっても制度の適用が受けられる要件の見
直しが行われています。
①　被相続人が70歳（改正前60歳）未満
で死亡した場合（一般措置も同様。）
②　後継者が円滑化法施行規則の確認を受
けた特例承継計画に特例後継者として記
載されている者である場合

法人版事業承継税制の後継者
要件緩和

当
社
が
所
在
す
る
市
で

は
、
中
古
パ
ソ
コ
ン
の
寄
附

を
受
け
付
け
て
お
り
、
当
社
に
お
い

て
も
、
中
古
パ
ソ
コ
ン
を
一
〇
台
寄

附
す
る
予
定
で
す
。
こ
の
寄
附
は
、

法
人
税
法
の
寄
附
金
の
損
金
不
算
入

に
規
定
す
る
「
国
又
は
地
方
公
共
団

体
に
対
す
る
寄
附
金
」
に
該
当
し
ま

す
か
。

該
当
し
ま
す
。

ま
た
、
寄
附
金
の
額
は
、

そ
の
パ
ソ
コ
ン
が
、
採
納
証
明
書
に

記
載
さ
れ
た
型
式
等
に
よ
り
特
定
で

き
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
法
人
に

お
い
て
、
寄
附
金
と
し
て
支
出
し
た

金
額
を
帳
簿
価
額
に
よ
り
計
算
し
、

か
つ
、
確
定
申
告
書
に
記
載
し
た
場

合
は
、
帳
簿
価
額
に
よ
っ
て
計
算
し

て
も
差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
。

さ
ら
に
、
帳
簿
価
額
が
、
そ
の
中

古
パ
ソ
コ
ン
の
価
額
よ
り
低
い
た
め

そ
の
一
部
が
確
定
申
告
書
に
記
載
が

な
い
こ
と
と
な
る
と
き
で
も
、
問
題

な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

中
古
パ
ソ
コ
ン
の
寄
附

QA

　印紙税が課税される定款は、株式会社、
合名会社、合資会社、合同会社又は相互会
社の設立のときに作成する定款の原本に限
られており、印紙税額は4万円です。
１　課税される定款
⑴　株式会社、相互会社の定款
　公証人の認証を要する株式会社及び相互
会社の定款については、認証を受けるため
に提出した2通の定款のうち、公証人が保
存する1通のみが課税の対象となり、認証
後返還される1通は非課税です。また、公
証人の認証を受けることがその効力発生の
要件となっていますので、認証を受けてい
ないものは印紙税法の定款に該当しません。
⑵　合名会社、合資会社、合同会社の定款
　公証人の認証を要しない合名会社、合資
会社及び合同会社の定款については、会社
に保存する原本が課税の対象となります。

２　課税されない定款
⑴　一般社団法人等の定款
　一般社団法人・一般財団法人や特定目的
会社や税理士法人など会社法以外の特別法
に基づき設立される会社以外の法人が作成
する定款は、印紙税法で規定する会社の定
款には該当せず、課税の対象となりません。
⑵　変更定款
　株式会社及び相互会社の設立に当たり、
公証人の認証を受けた定款の内容を発起人
等において変更する場合に、変更箇所を記
載した文書に「変更定款」等と表示して公
証人の認証を受けることになっても、この
文書は課税文書に該当しません。
　しかし、改めて変更後の定款の規定を全
文記載した書面により公証人の認証を受け
るときは、新たな定款を作成したことにな
り、その原本は課税の対象となります。
⑶　電子定款
　印紙税は文書に課されるものであるため、
電磁的記録による「電子定款」は課税の対
象となりません。

印紙税が課税される定款の
範囲（第6号文書）




